
今年４月から子ども・子育て支援納付金

が始まりました。１８歳以上(令和８年度の

場合、生年月日が平成２０年４月１日以前

の被保険者が対象)から後期高齢者まで、全

世代が徴収対象と

なります。

社会保険料の計

算ソフトなどを使っ

て従業員からの天

引き額を算出して

いる人は、４月分

以降がこの拠出金に対応しているのかを確

認しましょう。

市町村国保や後期高齢国保の人も保険料

が増額されますが、従業員を社保や建設国

保に入れて給料から保険料を天引きしてい

る人は、４月分（翌月払いなら５月給付分）

の給料から医療保険料とあわせた天引き手

続きが必要になります。

この結果、３月の社保引き下げ額を上回

り、差し引きで負担増になります。（下は

社会保険の保険料額表の一部です））
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ニュース

４月からの子ども･子育て支援金の対応を！

「白ナンバートラック規制」対策説明会が開かれました！
改正貨物自動車運送事業法により2026年４月１日

から、いわゆる「白ナンバートラック」の規制が強

化されました。白トラに委託した荷主を罰則の対象

とする、三次請け禁止の努力義務、書面交付義務・

実運送体制管理簿の作成義務の対象拡大などです。

運送業者に大きな影響力を持つ荷主や元請に不利

益を提示して、業界全体を規制しようするものです。

全商連はこの白トラ排除につながりかねない動き

について３月１８日に国土交通省と交渉を行い、そ

の内容をもとに２７日に全国の民商へオンラインで

対策説明会を開きました。

尾北民商の会場では業務でトラックを使っている

会員が複数参加し、「うちは本業に付随する運搬だ

から問題ない」「不安だが、来週には４月なのに取

引先からはまだ何も言ってきていない」などの感想

が出されました。

この問題で悩んでいる人は民商にご相談ください。

国交省の説明の要点

１，今回の法改正は、荷主が委託先を緑ナンバートラッ

クに切り替えることを強要するものではない

２，自己の生業と密接不可分であり、その業務に付帯す

るものとして貨物を運送する場合は規制対象とならな

い点は、法改正前と変わらない。

３，発注者からみて再委託は２次下請までに制限する改

正については、あくまでも努力義務。仮に３次で仕事

を請けたと分かっても直ちに監査に入ることはない。

緑ナンバー

取得・維持するためには、５台以上の車両、営業所・

休憩施設の確保、運行管理者・整備管理者の選任などが

必要で、個人事業者にはこれを満たすことは困難です。

婦人部のウォーキング

４月１１日（土）９時３０分

フラワーパーク江南 東口駐車場 集合

婦人部のパソコン記帳会

４月１８日（土）午後２時～４時

尾北民商事務所 にて

「令和８年３月分（４月納付分）からの健康保険・厚生年金

保険の保険料額表｣のオレンジの枠の部分です。

印刷された保険料額表などをお求め

の人は民商事務所にご連絡ください。


